
「賃金等請求権の消滅時効の在り方に
関する検討会」について

資料４



※ 労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）（抄）
（時効）
第115条 この法律の規定による賃金（退職手当を除く。）、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の
請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

民法改正に伴う消滅時効の見直しについて

民法の一部を改正する法律（平成29年６月２日公布）
社会経済情勢の変化に鑑み、消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備、法定利率を
変動させる規定の新設等を行うもの。消滅時効については、
① 民法における職業別の短期消滅時効（１年の消滅時効とされる「月又はこれより短い時期によって
定めた使用人の給料に係る債権」も含む）を廃止し、

② 一般債権については、
ⅰ）債権者が権利を行使することができることを知った時から５年間行使しないとき
ⅱ）権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
に時効によって消滅することと整理。
※ 施行日は、平成32年４月１日。

民法の消滅時効の規定が整理されることに伴い、当該規定の特例である労働基準法115条の
賃金債権等に係る消滅時効についても、その在り方の検討を行う必要がある。
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（参考）民法

（債権等の消滅時効）
第167条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
２ 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

（定期給付債権の短期消滅時効）
第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。

（３年の短期消滅時効）
第170条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

第171条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類に
ついて、その責任を免れる。

（２年の短期消滅時効）
第172条 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
２ 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。

第173条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

（１年の短期消滅時効）
第174条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三 運送賃に係る債権
四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五 動産の損料に係る債権

民法（明治29年法律第89号）（抄）
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（参考）民法

（債権等の消滅時効）
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
２ 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
３ 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取
得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

（人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効）
第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用につい
ては、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

（定期金債権の消滅時効）
第168条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から
十年間行使しないとき。

二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
２ 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

（判決で確定した権利の消滅時効）
第169条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定
めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
２ 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

民法の一部を改正する法律（平成29年法律第44号）による改正後の民法（抄）
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賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会 

開催要綱 

 

１．趣旨・目的 

一般債権の消滅時効については、民法（明治 29 年法律第 89 号）において、

10 年間の消滅時効期間及び使用人の給料に係る債権等の短期消滅時効期間が

定められているところであるが、この規定については、今般、民法の一部を改

正する法律（平成 29 年法律第 44 号。第 193 回国会において成立）によって、

消滅時効の期間の統一化や短期消滅時効の廃止等が行われた。 

現行の労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）においては、労働者の保護と取

引の安全の観点から、この民法に定められている消滅時効の特則として賃金等

請求権の消滅時効期間の特例が定められており、今般の民法改正を踏まえてそ

の在り方を検討する必要がある。 

このため、「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」を開催し、

法技術的・実務的な論点整理を行う。 

 

２．検討事項 

本検討会においては、労働基準法第 115 条における賃金等請求権の消滅時効

の在り方について、法技術的・実務的な論点整理を行う。 

 

３．運営 

⑴ 本検討会は、厚生労働省労働基準局長が学識経験者及び実務経験者（別紙）

の参集を求めて開催する。 

⑵ 本検討会においては、必要に応じ、⑴の参集者以外の学識経験者及び実務

経験者等の出席を求めることがある。 

⑶ 本検討会の議事については、別に本検討会において申し合わせた場合を除

き、公開とする。 

⑷ 本検討会の座長は、参集者の互選により選出する。 

⑸ 本検討会の庶務は、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において行う。 
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賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会 

参集者名簿 

 

 

 

                      （50 音順、敬称略） 
 

 

安藤
あんどう

至大
むねとも

   日本大学総合科学研究所准教授 

 

岩村正彦
いわむらまさひこ

   東京大学法学部教授 

 

鹿野
か の

菜穂子
な お こ

  慶應義塾大学法務研究科教授 

 

佐藤
さ と う

厚
あつし

    法政大学キャリアデザイン学部教授 

 

水島
みずしま

郁子
い く こ

   大阪大学大学院高等司法研究科教授 

 

森戸
も り と

英
ひで

幸
ゆき

   慶應義塾大学法務研究科教授 

- 5-


	資料４表紙.pdf
	01（再修正・ページなし）171227労働条件分科会提出予定資料.pdf
	02 開催要綱.pdf
	03 参集者名簿（1226修正）.pdf

